
第２次神崎町健康増進計画・食育推進計画・自殺対策計画策定業務委託 実施要領 

 

１．業 務 名  第２次神崎町健康増進計画・食育推進計画・自殺対策計画策定業務 

 

２．事業の目的  現行の神崎町健康増進計画・食育推進計画・自殺対策計画の計画期間

が令和９年度で終了となるため、次期計画を策定することを目的とす

る。なお、策定にあたっては令和８年度に計画策定に関するアンケー

ト調査を実施し、令和９年度中に計画の策定を行う。 

 

３．契 約 期 間  契約締結日から令和１０年３月３１日まで 

 

４．実 施 形 式  公募型プロポーザル方式 

 

５．上 限 額  総額 ２，６１８，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

内訳：令和８年度 １，０１２，０００円 

令和９年度 １，６０６，０００円 

 

６．公募スケジュール（予定） 

項  目 日   程 

実施要領等配布 令和８年７月 １日(水)から 

参加表明書および質問受付 令和８年７月３１日(金)まで 

参加資格確認結果通知書発送 令和８年８月 ７日(金) 

企画提案書受付 令和８年８月２６日(水)まで 

プレゼンテーション審査 令和８年９月 ７日(月) 

審査結果通知 令和８年９月１１日(金) 

 

７．参加資格 

本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。 

（１）過去に市町村、都道府県において同様の計画策定業務の受注実績があること。 

（２）神崎町入札参加者名簿に登録されていること。 

（３）国税および地方税に滞納がないこと。 

（４）法人格を有し、本業務に関する委託契約を本町との間で直接締結できる民間事業

者であること。 

（５）地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１６７条の４の規定のいずれにも

該当しないこと。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき、更生手続開始の申立てをし

ていないこと。 

（７）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき、再生手続開始の申立てをし



ていないこと。 

（８）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第２号に規定する暴力団及びそれらの利益となる活動を行う法人でないこと。 

（９）従業員等が十分な業務遂行能力を有し、適切な執行体制を有していること。 

 

８．参加申込等 

参加希望者は、次のとおり必要書類を提出しなければならない。 

（１）提出書類 （１）様式１ 参加表明書 

（２）様式２ 会社概要書 

（３）様式３ 業務実績書 

（２）提出方法 神崎町保健福祉課に持参または郵送すること。 

なお、郵送の場合は期限内必着とし、配達記録の残る方法により提出

すること。 

（３）提出期限 令和８年７月３１日(金) まで 

（４）参加辞退 参加表明書の提出後、参加を辞退する場合は「様式５ 辞退届」を神

崎町保健福祉課へ提出すること。なお、提出された書類は返却しない。 

 

９．質問の受付及び回答 

（１）提出方法 「様式４ 質問書」に必要事項を記入し、電子メールにより下記アド

レスへ提出すること。なお、件名は「神崎町健康増進計画等策定業務

委託プロポーザルに関する質問」とすること。 

また、電子メール送信後に受信確認の電話連絡を行うこと。受信確認

の電話連絡時間は、午前８時３０分から午後５時１５分まで（土・日

曜日、祝日を除く。）とする。 

 （２）提 出 先 hokenfukushi@town.kozaki.chiba.jp 

（３）提出期限 令和８年７月３１日(金) まで 

（４）回答方法 すべての質問への回答は、令和８年８月７日(金)までに神崎町ホーム

ページに随時掲載する。なお、質問を行った事業者名は公表しない。 

 

10．選定・審査等 

神崎町職員で構成される選考委員会を設置し、審査を行う。ただし、参加資格を有しな

い者や提出された見積額が上限額を超過している場合は審査から除外する。 

審査は、書類審査及びプレゼンテーション審査、ヒアリングにより実施する。評価につ

いては、選定評価基準に基づく評価点の合計により評価し、最も高い提案者を優先交渉権

者として選定する。ただし、最高得点提案者が複数ある場合は選考委員会の協議により契

約交渉者を選定する。 

 

11．失格事由等 

次に掲げる事項に該当する場合は、失格とする。 

（１）提出書類に虚偽の記載があった場合。 



（２）審査の公平性を害する行為があった場合。 

（３）前各号に定めるもののほか、企画提案にあたり著しく信義に反する行為等があり、 

選考委員会の会長が失格であると認めた場合。 

 

12．留意事項 

（１）本プロポーザルの参加に要する費用は、すべて参加事業者の負担とする。 

（２）提出書類はすべて返却しない。 

 

13．問い合わせ、提出先 

 担当部署：神崎町保健福祉課 

 所 在 地：〒289-0221 千葉県香取郡神崎町神崎本宿９６番地 

 電話番号：０４７８（７２）１６０３ 

 メ ー ル：hokenfukushi@town.kozaki.chiba.jp 


